
 

犯罪被害者支援に関する 3つの検討会の最終取りまとめについて 

 

最終取りまとめの概要は以下のとおり。 

 

１ 経済的支援に関する検討会 

  ０犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充等。 

   ・給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけ、最低額についても引き上 

    げる方向。 

   ・特に平均収入が低い若年層の重度後遺障害者、扶養の負担の多い遺族 

    に配慮。 

   ・重傷病給付金対象者に対する休業給付の検討。 

   ・財源は一般財源。 

   ・やむを得ない事情で申請期間内に申請できなかった場合に特例的な  

    申請を認める制度の検討。 

  ０公的給付から漏れるものについて、民間浄財の基金による救済。 

０深刻な精神的被害を受けた被害者等に対するカウンセリングについての   

 配慮等。 

０無差別大量テロ被害につき、政府の迅速かつ事案に即した適切な救済。 

０被害者参加制度に伴う公費による弁護士選任について、できるだけ早期の制度 

 導入に向けた検討を行う。 

 

２ 支援のための連携に関する検討会 

  ０関係機関団体に、留意事項、連絡先等について記載した「ハンドブック」を作

成、備付。国によるハンドブックモデル案の作成等の援助。 

  ０被害者の負担軽減のための「犯罪等被害申告票（仮称）」の作成。 

０全国被害者支援ネットワークによる研修カリキュラムの作成、認定制度の実施。

国による研修カリキュラムモデル案の作成。 

０支援全体をマネージメントするコーディネーターを研修、育成。 

 

３ 民間団体への援助に関する検討会 

  ０事業費の援助等、事業を適切に推進できるような援助。 

  ０対象団体については、財政運営の透明性の確保等の一定の要件。 

  ０犯罪被害者等の視点に立った適切な事業の評価が行われることが必要。 

０早期援助団体、その指定を目指す団体及び傘団体への援助の拡充。 

０窓口部局を始め地方公共団体全体の取組を促進するため、モデル事業、地方財

政措置等の検討。 

  ０民間資金の活用（民間団体の広報啓発への協力、国民運動の展開の検討）。 

 

 

資料１
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資料５

                                    

平成２０年度「犯罪被害者週間」国民のつどい事業について（案） 

 

 

１ 目的 

 

 犯罪被害者等が、犯罪等により受けた被害から立ち直り、再び地域にお

いて平穏に過ごせるようになるためには、国及び地方公共団体による施策

を十分に措置することのみならず、地域の全ての人々の理解と配慮、そし

てそれに基づく協力が重要である。「犯罪被害者週間」国民のつどいは、犯

罪被害者週間（１１月２５日から１２月１日まで）にあわせて実施するこ

とにより、犯罪被害者等に対する国民の理解の増進を図り、もって、犯罪

被害者等に対して適切な配慮や支援がなされ、犯罪被害者等の尊厳が守ら

れる社会づくりを推進することを目的とする。 

 

２ 開催日程（予定） 

 

 １１月２２日（土）  浜 松 大 会   （浜松市） 

 １１月２５日（火）  北海道大会   （北海道） 

 １１月２７日（木）  滋 賀 大 会   （滋賀県） 

 １１月２９日（土）  福 岡 大 会   （福岡県・福岡市・北九州市） 

 １２月 １日（月）  中 央 大 会 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

 

６月      開催自治体と各大会の構成を決定 

７月      委嘱業者の選定 

８月      委嘱業者の決定・開催自治体との打ち合わせ 

10 月      各大会の開催要領の決定 



                         

内閣府犯罪被害者等施策推進室 

 

犯罪被害者等施策の推進（協力依頼） 

 
政府は、犯罪被害者等基本法及び同基本計画に基づき、現在、各般の施策を展開しています。 

犯罪被害者等が被害から回復し再び平穏な生活を取り戻すためには、政府とともに施策の実施主体と

なる地方公共団体において、地域の関係機関・団体と連携協力し途切れのない支援を適切に行える体制

を整備することが重要になります。 

都道府県、市町村におかれましても、趣旨を御理解の上、御協力をお願いします。 

 

１ 地域における施策の総合的な推進について  

地域における施策の総合的な推進に向けて、以下の点について引き続き御協力をお願いします。 

（１）地域の推進体制の整備 

各種連絡会議の活用、職員向け研修など、地域の関係機関・団体の間で支援の必要性や各種支

援制度に関する理解・情報が共有され、各自で被害者の視点に立った施策が推進されるための体

制整備（施策担当窓口部局の体制整備を含む。） 

（２）被害直後から中長期にわたる途切れのない適切な支援の実施 

総合的な対応窓口の充実や支援ハンドブックの作成・活用、民間支援団体の活用など、被害直後

から中長期にわたり途切れのない適切な支援を実施するための関係機関・団体相互の連携協力の

推進や二次被害の防止に関する取組の実施。 

（３）広報啓発 

地域における被害者支援の気運の醸成や各種支援制度の周知を図るための広報啓発の実施。 

 

２ 地方公共団体との連携協力・支援について 

地方公共団体との連携協力・支援を更に強化するため、平成 20 年度は、新たに以下の取組を実施

します。御理解、御協力をお願いします。 

（１）内閣府における事業の実施 

①支援ネットワーク形成促進事業（20 年度予算：20百万円） 

１（２）で先述した支援ハンドブックのモデル案を作成するとともに、ハンドブックの作成を支援。 

②地域における被害者支援の普及促進事業（20 年度予算：40百万円） 

被害者への総合的な相談・情報提供や地域における被害者支援の気運の醸成に関するモデ

ル事業を実施し、その成果を全国的に普及啓発 

  ③その他（20 年度予算：28百万円） 

     地方公共団体職員向けの研修や連携促進サイトの開設 

（２）地方交付税措置 

１で先述した取組を推進するため、都道府県の犯罪被害者等施策に係る地方交付税措置が新た

に講じられた（20年度事業費：6億円程度）。 
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